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日本型IRの現在地
̶̶ 「自学にとって」機能的なIRの設計を
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　日本の大学が IRを実践するうえで
の問題として、データの管理・運用体
制の不備、部局間の連携の難しさ、個
人情報保護法の壁などがある。さら
に、IRに関する誤解と曲解もある。
　よくある誤解は「IRを導入しさえす
ればよい」というものである。確かに
IRは必要だろうが、それを導入する
だけで全て解決するわけがない。FD
導入時にも同様の誤解があったが、IR
はあくまでもマネジメントのしくみの
一つにすぎず、万能薬ではない。
　そして最大の誤解は、「IRとはこれ
だ」という一つの答えがあるという思
い込みである。大学 IRコンソーシア
ムの活動で接した大学関係者の中に
は、学生調査を行わないとIRになら
ないと思い込んでいる人がいた。確か

に IRの手段の一つとして学生調査は
有効であるが、決して必須条件ではな
い。また、IRをFDやSDと混同して
いる人も（特にベテラン教員に）多く、
IRと聞くと「またFDか！授業評価は
既にやっているからもういいだろう」
と拒否反応を示すこともある。さら
に、「うちはホームページで情報公開
しているので IRは完璧！」と判断し
てしまう職員もいる。
　逆に、私から見れば既に十分にIR
機能を活用している大学で、「本学は
IRオフィスを設置できないので、IR
に取りかかることができない」と聞か
されることもある。「IRオフィスをつ
くる＝IRを行う」ではない。

　例示した誤解（曲解）はみな、「IR

とはこれだ」というわかりやすい答え
を欲するところに原因がある。IRに
は一つの究極の答えや形があるわけで
はない。この分野で先行するアメリカ
のIRを究極の目標とみなす必要はな
いということでもある。
　IRの一般的な定義は、「当該高等教
育機関における経営・教育全般に関す
る情報収集や計画立案を通じて経営・
教育の改善に資する調査・分析を行
う」である。ところが、これを実践に
移そうとすると、「じゃあどうすれば
いいのか？」「何から始めれば良いの
か？」と、たちまち動きに窮する。
　その結果、日本の高等教育の運営で
ありがちな「アメリカの先行事例の踏
襲」が始まる。確かにアメリカの大学
の数十年におよぶ IRの蓄積に学ぶべ
き点は多い。しかし、日米の大学の置
かれた環境は大きく異なり、単純な模
倣は難しい。では一体、どのような形
で IRを導入すればよいのだろうか。
　それを考えるために、日本の大学に
おけるIRの導入状況を見てみたい。
　先行するIRはいずれも、設置形態
や規模、入試難易度や学部構成、歴史
的背景や地理的要因等々、それぞれの
大学の置かれた多様な状況に適応する
形で導入されている。いずれの類型で
あっても、「データを活用するしくみ
＝適切な人員の配置と、適切なデータ
管理のしくみ」が不可欠であり、その
点が今後の大きな課題である。
　ここではさまざまな先行事例を、組
織面と機能面の2つの切り口で整理し
て概観する。
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江原氏は高等教育の質保証というテーマの下、日米の大学の IRを研究
し、日本では大学 IRコンソーシアム＊の結成を通じて実践面でも IR に
関わった。研究と実践の成果を基に、日本の大学における教学IRの現
状を概観し、直面する課題と向かうべき方向性について論じる。
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IR＝学生調査ではなく
FD、情報公開でもない

＊同志社、北海道、大阪府立、甲南の4大学を中心に2012年に設立。標準化された学生調査の共同利用を通して連携する。
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究極の目標にあらず
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IRの必要性が広く理解されるようになり、

手探りで実践に踏み出す大学が増える一方、

先行大学は取り組みを進化させている。

今後、IRに着手する大学は

まず、何から始め、どこをめざせばいいのか。

その答えを探るべく、実践歴の違いにも着目しつつ、

体制、コンセプト、課題など、

多様に展開されているIR構築の実例を紹介する。

これらの実践例、および国内外の専門家の論考から、

大学に教育観、学生観の転換を促すIRの本質が浮かび上がる。
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実践・進化のステージへ


